
平成２８年度　下野市行政評価市民評価　ヒアリング資料

　８節　報償費

　９節　旅費

１１節　需用費

１２節　役務費

備考
下野市高齢者保健福祉計画及び第二次下野市総合計画前期基本計画に位置付けられて
いる。

年
度
別

事業概要①～④
について実施

事業概要①～④
について実施

平成３０年度平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

対
象
年
度

2,198

事業概要

　「新しい総合事業」の訪問型サービスについては、これまでの訪問介護に相当する
サービス（①従来型訪問介護（改正前相当のサービス））を初め、次のようなサービスか
ら構成されています。
②基準緩和型訪問介護（緩和した基準によるサービス）
③シルバーお助けサービス（住民主体によるサービス）
④栄養改善個別指導（専門職等による居宅での相談指導等）
平成29年４月の完全移行に向け、平成28年度から段階的に移行している。

事

業

内

容

≪平成28年度≫
新しい総合事業の初年度であり、基準緩和型事業所指定を行い、段階的に移行を進め、
①から④について取り組んでいる。

≪平成29年度≫
４月からは、完全移行となる。
①従来型訪問介護事業
    【要支援1】
       70人/月×12か月＝10,223,270（ｱ）
    【要支援2】
     100人/月×12か月＝14,604,672（ｲ）
②基準緩和型訪問介護
　　人員基準等を緩和し、介護報酬単価を８割に設定している。
      24人/月×12か月＝2,804,097（ｳ）
                                     （ア）＋（イ）＋（ウ）≒27,633千円・・・（A）
③シルバー人材センター　　委託
     1,000円/件×24件＝24千円・・・（B)
④栄養改善個別指導　賃金
　　　　1人≒2,198千円・・・（C）　　　　　　　　　（A）+（B)+（C）＝29,855千円
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等

）

（単位：千円）

財
源

事
業
費
内
訳

国県支出金
11,196千円

地方債・その他
12,091千円

一般財源
6,568千円

　１節　報酬

　７節　賃金

24

その他①（２・３・４・５・６・１０節）

その他②
（１６・１７・２１・２４・２５・２６・２７・２８節）

Ｂ

緊急性

Ａ

総合計画
での位置
付け

施策

大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくり

保険・年金事業の充実

誰もが安心して暮らせるまちづくり

1

5

4

根拠法令
等 介護保険法・地域支援事業実施要綱

事
業
計
画

事
業
費

4,961千円 29,855千円 31,222千円

事業概要①～④
について実施

所管部課

類型
区分 Ⅰ

○

現総合計画前期基本計画では、基本施策１－５「誰もが安心して暮らせるまちづく
り」、施策４「保険・年金事業の充実」に明確に位置付けられています。
２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となる社会情勢を見据えた法改正により、当市
においても、平成２８年度４月から『介護予防・日常生活支援総合事業』を開始しまし
た。この事業は、介護保険制度に位置付けられた事業であり、高齢者を住み慣れた地域
で地域全体で支えることにより、要介護状態にならないよう予防することを目的とした
事業のひとつであります。
以上のことから、必要性をＡとしました。

介護予防事業は、地域で健康な生活を続けていけるよう、元気な高齢者を増やすことを
目的としております。少子高齢化社会において、将来市民一人一人の負担が増える中、
介護保険制度の持続可能性を高めていくため、早急に展開しなければならない事業であ
り、事業の休止は考えられません。
以上のことから、緊急性をＡとしました。

平成２８年度開始の事業であり、実績等を勘案し、今後更なるサービスの向上・事業の改善工
夫が図られていくものです。
訪問型のサービスを受けられる範囲を広げることで、多くの高齢者にとって負担軽減だけでな
く、人との繋がりの機会が増えることにより気持ちが元気になれると思われます。本事業によ
り、高齢者にとって、社会と繋がる機会が増えていくことが介護予防に繋がると考えます。
以上のことから、効率性をＢとしました。

【継続事業の場合】事業進捗に対する影響等を考慮し、事業を休止した場
合の影響が大きく、事業縮小の可能性が見当たらない場合など。
【新規事業の場合】財政負担以外において、事業を実施しなかった場合の
影響が大きく、本事業以外の解決策が見当たらない場合など。

事務事業の質の向上に係る改善・工夫の見込み、及び経費削減、改革への
取組のいずれかが期待できる場合など。

総合評価

必要性

○

事業推進方針判断に際しての３つの視点

Ｃ

○

第二次下野市総合計画前期基本計画に明確に位置付けられている場合、事
業実施が求められるような社会情勢の変化、さらに国・県の制度変更によ
り実施することが義務付けされた場合など。

Ｃ

Ｂ

Ａ

継続実施

見直し実施

廃止

Ｃ

効率性

Ａ

Ｂ ○

事務事業
番号 316

事務事業名 健康福祉部訪問型介護予防事業 高齢福祉課

１３節　委託料

事業目的

　平成２７年度の介護保険制度改正に伴い、全国一律の基準で実施していたホー
ムヘルプサービスとデイサービスについては、下野市の事業として地域の実情に合
わせ、実施することになりました。本市では、平成28年４月から、地域支援事業の一
部である「新しい総合事業」に移行して事業を行っています。

１４節　使用料及び賃借料

１５節　工事請負費

１８節　備品購入費

１９節　負担金補助及び交付金

２０節　扶助費

27,633

２２節　補償補填及び賠償金

２３節　償還金、利子及び割引料












